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監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２８年３月９日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行及

び執行役員制度の導入に係る方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。なお、監査等委員会設置会社への移行については、正式には平成２８年６月開催予定の

第 103 回定時株主総会において承認されることを条件としております。 

 

記 

 

１． 監査等委員会設置会社への移行 

（１） 移行の理由 

監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与

することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さ

らなる企業価値の向上を図ることを目的としております。 

 

（２） 移行の時期 

 本年６月開催予定の第 103 回定時株主総会において、当該移行に必要な定款変更に

関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 

 

２． 執行役員制度の導入 

（１） 導入の理由 

 「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にしながら、経営の

透明性確保と意思決定及び執行の迅速化を図ることを目的といたします。 

 

（２） 導入の時期 

 本年６月開催予定の定時総会後の取締役会における決議をもって即日導入の予定

であります。 

 

（３） 執行役員制度の概略 

① 執行役員の選解任及び担当領域等は取締役会において決定する。 

② 取締役は執行役員を兼務することができる。 

③ 任期は１年とし再任を妨げない。      

       

３． その他 

定款変更の内容、移行にともなう役員人事等の詳細については、現時点で未定であり、

決定次第お知らせいたします。 

以 上 


